
 

農地法第３条許可申請書  添付書類  
 

書 類 の 名 称                            必要部数     備        考  

１ 

許可申請書 ３ 

  

許可申請書（別添） １ 

２ 

住民票の写し（原本） 

 又は法人登記簿の謄本及び定

款 

１ 

・当事者双方のもの 

・住民票は世帯員の省略のないもの。た

だし、譲渡人については本人のみでも可  

３ 土地の登記簿の謄本（原本） １ 
全部事項証明書に限ります。  

さいたま地方法務局熊谷支局  
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４ 現況写真 １ 
撮影方向がわかる資料を添付するこ

と。 

５ 

委任状 

（申請手続等を代理人が行う場

合） 

１ 

譲受人・譲渡人のどちらか一方が申

請をする場合でも、委任状が必要と

なります。 

  

＊ 申請書の受付は、毎月１０日が締切りです。 

＊ 住民票の写し及び土地の登記簿の謄本は、申請時以前３か月以内に発行された

ものを添付してください。 

 ＊ 経営移譲年金受給のための申請の場合は、固定資産税名寄帳の写しを添付して

ください。 

 ＊ 上記のほか、許可の判断をするにあたって必要不可欠と許可権者が判断した書

類を求めることがあります。 

 

  農地法第３条の主な許可要件  

①５０ａ以上（申請地を含める）自ら耕作している 

②年間１５０日以上農業に従事している 

③不耕作地や違反転用地がない 

④農機具の所有状況や申請地までの通作距離が適切である 


